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１ 計画策定の趣旨 
 

河合町の人口は、自然動態、社会動態ともに減少傾向にあり、今後減少が加速化する局面を迎えて

おり、町民生活や行財政運営などに大きな影響が生じることが懸念されています。厳しさを増す財政

状況、近年における社会・経済情勢の変化や町民ニーズの多様化、また国が推進する 2050 年カーボ

ンニュートラルをはじめ、デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組など、様々な課題に対応し

ていくことが求められており、町財政の再建を図りながら、本町の特徴を生かして河合町らしい地方

創生を推進し、より魅力的で活力のある、暮らしやすい、みんなに選ばれる河合町をつくり上げてい

く必要があります。 

これらの状況を踏まえ、本計画は「河合町まちづくり自治基本条例」第 26 条に基づき、今後目指

すべき本町の将来像とその実現のための施策を取りまとめたものであり、まちづくりの「羅針盤」と

して、本町の最上位計画と位置づけ、まちづくりを総合的かつ計画的に展開するものです。 

 
２ 総合計画の構成と計画期間 

 
（１）基本構想 

本町のまちづくりの基本理念や目指すべき将来像のほか、この将来像を実現するための基本方針な

どを定めたものです。 

 

（２）基本計画 

基本構想に基づき、まちづくりの主要施策の内容を体系的に定めたものです。 

なお、本町の総合計画は、国が推進するデジタル田園都市国家構想を実現するための地方版総合戦

略を包含した計画とします。 

 

■総合計画の構成と計画期間 

 
年度 

Ｒ７ 

(2025) 

Ｒ８ 

(2026) 

Ｒ９ 

(2027) 

Ｒ10 

(2028) 

Ｒ11 

(2029) 

Ｒ12 

(2030) 

Ｒ13 

(2031) 

Ｒ14 

(2032) 

Ｒ15 

(2033) 

Ｒ16 

(2034) 

            

            

            

            

 
本計画を着実に進めるため、本計画を達成するための具体的な事業を定める実施計画を別途策定し

ます。基本計画の個別施策ごとに目標値を設定し、PDCA サイクルによる進行管理に基づき、目標の

達成状況等を毎年度点検・評価して、その結果を実施計画に反映させることで改善を図ります。 

基本構想（10 年間） 

 

総合戦略（Ｒ７～Ｒ１１） 

 
総合戦略（Ｒ１２～Ｒ１６） 

 

■実施計画の計画期間 

 
 

 

 
 

 

３年間を計画期間として 

毎年ローリング方式 

により策定します 

基本計画（前期・５年間） 

 
基本計画（後期・５年間） 
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３ 将来人口 
 

国勢調査によると本町の人口は、平成 12（2000）年 20,126 人をピークに以後減少傾向をたど

り、令和２（2020）年 17,018 人となっています。 

河合町人口ビジョン（平成 28 年策定）では、当時の国の目標（2060 年人口 1 億人）に合わせて

長期的に人口減少の抑制に取り組むことを前提に、その施策効果を折り込んで、令和 42（2060）年

の目標人口を 15,500 人と設定しました。しかしながら人口減少は想定以上に進行しており、令和２

年の人口実績が推計値をすでに下回って推移しています。 

一方、令和５（2023）年に公表された社人研推計によると本町の人口は令和 42（2060）年に

7,810 人と現在の半数程度になると予測されています。 

このような人口減少の進行状況を踏まえると、人口ビジョン（平成 28 年策定）の目標値 15,500

人の達成は困難と予測されることから、新たな目標人口を設定することとしました。 

新たな目標人口は、実績値及び令和５（2023）年の社人研推計値を基本にして、これまでの人口

減少対策をより一層積極的に展開し、出生率の向上とＵＩＪターンや関係人口の拡大施策等を通じて

転入の促進・転出の抑制を図ることで、人口減少の速度を抑えることとし、基本構想・基本計画の目

標年度である令和 16（2034）年の目標人口を 15,000 人と設定します。 

 

 

長期的将来を展望し、令和 16（2034）年の目標人口を15,000 人と設定します。 

 

 

■将来人口の将来展望 

 

※社人研とは、「国立社会保障・人口問題研究所」のことで、厚生労働省の研究機関です。全国の市町村別の将来人

口推計値を公表しています。 

※町独自推計は、本町における人口減少対策をより一層積極的に展開し、出生率の向上と転入の促進・転出の抑制の

効果が発揮されることを前提にした推計です。令和 16（2034）年の推計値は 15,093 人となり、これをもとに目標

人口 15,000 人を設定しました。 
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４ 施策の体系 
 
 
 
 
基本理念  将来像  基本方針  施策の方向 

       
Ⅰ 
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町
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み
ん
な
が
輝
く
活
力
あ
ふ
れ
る
河
合
町 

 
 
 

～
豊
か
さ
と
幸
せ
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
～ 

 

１ 

いつまでも健康
で生き生きと暮
らせて魅力あふ
れる居住環境づ
くり 

 １ 妊娠・出産・子育て支援の充実 

   ２ 美しく緑豊かな環境の整備 

   ３ 居住環境・都市基盤の整備 

   ４ 生涯健康づくりの推進 

   ５ 高齢者福祉の充実 

   ６ 障がい者福祉、地域福祉の充実 
       

  

２ 

豊かな自然と共
生し安全で安心
して暮らせる循
環型のまちづく
り 

 ７ 循環型社会の構築 

   ８ 防犯・交通安全の推進 

   ９ 地域防災力、減災対策の充実・強化 

   10 消防・救急救助体制の充実 

   
11 

地域活動の継承と担い手育成（地域

コミュニティの活性化） 

       

  

３ 

郷土愛にあふれ
心豊かに生涯活
躍できるひとづ
くり 

 12 学校教育の充実 

   13 生涯学習の推進 

   14 文化芸術の振興 

   15 郷土愛の育成と文化財の保護 

   16 スポーツ活動の推進 

       

  

４ 

賑わいと歴史文
化がとけ合うふ
るさとの魅力づ
くり 

 17 市街地の活性化 

   18 観光振興 

   19 関係人口・移住人口の拡大 

   20 シティプロモーションの推進 

       

  

５ 

多様な産業の育
成と地域ブラン
ド化の推進によ
る活力づくり 

 21 農産物等ブランド化の推進 

   

22 

デジタルの力を活かしたスマート農

業への取組と次世代後継者の育成・

確保 

   23 商工業の振興 

       

  

６ 
町民協働と健全
な行財政運営 

 
24 

町民・事業所・団体・行政等の協働の

推進 

   25 人権尊重・男女共同参画の推進 

   26 ＤＸ推進による行財政運営の最適化 

   27 広域連携、広域行政の推進 

 
 

基本構想 基本計画 
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５ 総合戦略 
 
（１）戦略の位置づけ 

人口減少が常態化している中で、河合町の将来像「みんなが輝く活力あふれる河合町～豊かさと幸

せを実感できるまちづくり～」を実現していくためには、町民生活、地域経済、財政運営に大きな影

響を及ぼす人口減少を抑制する取組が何よりも重要です。人口減少対策としての国の総合戦略には４

つの施策の方向性が掲げられており、地方においてもこの方向性に沿った取組が求められています。 

この４つの施策の方向性の視点から、基本計画に掲げた施策のうち、主に人口減少対策として今後

５か年で特に重点的かつ優先的に実現すべき施策を総合戦略プロジェクトとして位置づけ、それに関

わる各事業の着実な進捗に努めます。 

 

（２）計画期間 

本戦略の計画期間は、河合町総合計画を前提としつつ、国・県の総合戦略との整合に留意して、令

和７(2025）年度から令和 11（2029）年度の５年間とします。 

 
 
 
 
（３）総合戦略の基本目標 

河合町総合戦略の基本目標は、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略の施策の４つの方向性を踏

まえ、以下のように設定します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

デジタル田園都市国家構想総合戦略 

【国戦略の施策の方向性】 

①地方に仕事をつくる 

②人の流れをつくる 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④魅力的な地域をつくる 

河合町総合戦略の基本目標 

基本目標１ 活躍できる“仕事づくり” 

基本目標２ 人を呼び込む“魅力づくり” 

基本目標３ 未来を拓く“人づくり” 

基本目標４ みんなで支え合う“地域づくり” 

河合町総合計画【概要版】 

・発行 令和７年３月 

・発行者 河合町 

〒636-8501 奈良県北葛城郡河合町池部１丁目１番１号 

TEL 0745-57-0200（代表） FAX 0745-56-4007 

・編集 総務部 政策調整課 

総合計画の詳細は

町公式サイトまで 

令和 7 年度 

 
令和 11 年度 

 

たんぼの楽耕（田植え体験） 砂かけ祭（御田植祭） 
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